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Ｑ 家庭で注意させることはありますか？

Ａ 家庭でも学校でのきまりを守ってほしいと思います。

本校では，校外での生活についても指導を行っておりますが，なかなか徹底さ
れていないところもあります。ご家庭でも，子どもたちの安全を第一に考えたご
指導をお願いしたいと思います。

＜特に守って欲しい校外でのきまり＞

項 目 内 容

子どもだけでの外出 子どもたちだけでの外出では，必ず「どこで・だ
れと・何をするか・いつ帰るか」を家族に伝えてか
ら，外出するようにご指導ください。
本校では ４月～１０月は午後５時

１１月～ ３月は午後４時までの
外出が望ましいとしています。

また，子どもたちだけでのゲームコーナーやカラ
オケ店，ボーリング場の出入りは禁止としています。
必ず保護者と同伴で楽しむようにしてください。
なお，子どもたちだけでのコンビニエンスストア

やスーパーなどでの買い物は，上記の外出時間帯の
み認めています。
外泊についても，必ず保護者の方が一緒に宿泊す

るようにしてください。

自転車の乗り方 自転車に乗る場合は必ずヘルメットを着用するよ
うにご指導ください。ヘルメットは，あごひもで頭
を固定できるものであれば，色やデザインは問いま
せん。
自転車については，保護者の方の責任において，

乗車させてください。
なお，学校としての乗車範囲の目安は，
１・２年生…自宅の庭や公園などの広場
３年生 …交通安全教室後，家庭で乗車範囲を

決定
４・５年生…大田原小学校区内
６年生 …大田原市内 としています。

不審者への対応 常に外出時は，防犯ブザー・ホイッスルを携帯す
るように御指導ください。また，人通りの少ない道
を一人で通らないようにご指導ください。
万一，不審者に遭遇してしまった際は，近くのあ

んしん家や大人のいる場所に素早く逃げるようにご
指導ください。また，問題が発生した場合は，至急
警察及び学校までご連絡ください。


